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知があったので、次のとおり公表する。 

 
 
 
 

令和６年１１月２５日 
 

 

 

 

葛飾区監査委員  坂 井 保 義 

同        反 町 直 志 

同        峯 岸 良 至               

同        山 本 ひろみ 

                    



1 
 

令和６年度第１回定期監査（庁内等）の結果に基づき講じた措置について 

 

 

１ 支出及び現金出納事務を適正に行うべきもの 

 

【指摘事項】私費による立替払（２件） 

立替払は、地方自治法及び同施行令並びに葛飾区会計事務規則に規定されて

いない不適切な支払方法である。しかしながら、以下の２件の事例については、

資金前渡で受領した現金の不足等により、私費による立替払を行っていた。公

費と私費の混在は会計経理を誤らせる原因ともなるため、今後は、地方自治法

等の関係法令・規則に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

 

 

［指摘事項①］私費による立替払                （観光課） 

駐車場料金の支払にあたって、資金前渡で受領した現金が不足し、５００

円の立替払を行っていた。 

  

 

【講じた措置】 

駐車場料金の支払については、各月の支払いに必要な現金を資金前渡に

より受領しているものであるが、本件については、その現金が不足し、立

替払を行ってしまったものである。 

前渡金については、各月の駐車場の利用予定を確認しながら、受領額の調

整を行ってきたが、利用予定が不明確であったことから、前渡金の不足額を

予測できなかったことが本件の原因である。 

今後、このような事例を起こさないように、課内において、各月の駐車場

料金利用予定（予定金額）の確認を徹底し、その際に前渡金の残高を周知す

ることとしたほか、立替払は、地方自治法上認められておらず、不適切な事

務処理であることを改めて周知した。この取扱いについて、管理監督者によ

る指導を実施することで再発防止に努める。 
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［指摘事項②］私費による立替払              （交通政策課） 

駐車場料金の支払にあたって、資金前渡で受領した現金の持参を失念し、４

００円の立替払（電子マネー使用）を行っていた。 

 

  

【講じた措置】 

駐車場料金の支払については、本来、資金前渡により受領した現金で支払

わなければならないが、本件については、職員がその現金を持参しなかった

ため、電子マネーにより立替払を行ってしまったものである。 

立替払は、地方自治法上認められておらず、葛飾区会計事務規則に基づか

ない不適切な事務処理である。このような事態が二度と発生しないよう、立

替払が不適切な事務処理であること、また、駐車料金は必ず前渡金によって

現金で支払うことについて課内職員への周知徹底を図った。 

また、前渡金担当者がこの旨を繰り返し課内職員に周知することで、今後

も職員の認識を確実なものとし、再発防止に努める。 

 

 

 

２ 契約事務を適正に行うべきもの 

 

【指摘事項】支払金額の誤り               （高齢者支援課） 

「くつろぎ入浴事業委託（足立区内浴場分）（区長指定契約・単価契約）１

２月分」について、誤った請求書に基づき支払を行っていたことから、５，３

３０円の過払いが生じていた。 

過払金は、監査後、戻入処理を行ったが、不適正な事務処理である。受注者

に対して、請求書の内容を確認の上で提出するように指導するとともに、請求

書を受領した際は、請求内容の確認を徹底されたい。 

                        

                                                                                                                

【講じた措置】 

本件は、「くつろぎ入浴事業委託（足立区内浴場分）」の受託事業者が、実施

状況（利用者数、開催日数等）の報告に使用する利用実績報告に貼付けられた

「くつろぎ入浴シール（区民が区外公衆浴場を利用した場合に提出するもの）」

の数を数え間違えて請求書を作成するとともに、担当者が受託事業者からの請

求書の内容と、利用実績報告の内容の突合を怠ったため起きた過払いである。

財務会計システムには、請求書及び契約書を添付していたが、請求書の内容に

誤りがあったため、決裁時に支払金額の誤りを発見することができなかったも

のである。 
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 今後、このような事例が発生しないよう、受託事業者から提出された利用実

績報告と請求書の内容については、担当者と係長で精査・照合を徹底する。ま

た、財務会計システムでの決裁時には、請求書の内容が確認できる資料として

利用実績報告を必ず添付することとし、管理監督者による適切な確認と指導を

実施することで、チェック体制を強化して再発防止に努める。 

 なお、受託事業者に対しては、請求内容の確認を徹底するよう改めて指導し

た。 

 

 

   

【指摘事項】不適正な検査事務               （介護保険課） 

「業務継続計画（ＢＣＰ）検証訓練の企画・実施委託（３月分）」（５５４，

６８８円）について、４月に入ってから履行確認を行っていた。 

地方自治法第２０８条第１項により、普通地方公共団体の会計年度は、３月

３１日に終わるものとされ、さらに地方自治法施行令第１４３条第１項第４号

では、相手方の行為の完了があった後支出するものは、当該行為の履行があっ

た日の属する年度とされている。年度を超えた履行確認等は不適切な行為であ

る。今後このような事例を起こさないよう、事業の進捗管理の徹底及び法令に

則した事務処理を行われたい。  

                         

                                                                                                                

【講じた措置】 

  本件は、令和６年３月２２日（金）を納期とした委託契約であった。 

納期前日にも区担当者が受注者に対し、再度納期の確認をしたにもかかわ

らず成果物の納品がなく、その後も受注者からの連絡がないまま、区担当者

による催促の後、４月中旬に成果物の納品が完了し、履行確認を行ったもの

である。 

年度を超えた履行確認等は地方自治法に定められた会計年度独立の原則に

反する不適切な行為であることから、今後は、このようなことを起こさないよ

う、履行期間に余裕を持たせてスケジュールを設定するほか、受注者へ定期的

に確認等を行うことで、進捗状況を常に把握し、進捗管理を徹底していく。 

また、課内で本件に関する情報を共有し、契約事務における法令等の遵守を

徹底することで、再発防止に努める。  
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【指摘事項】支払手続の遅延                （収納対策課） 

 「金融機関への税務調査手数料」（２２円）について、請求に基づく支払手

続を遅延し、請求日から６２日後（初日参入）に支払っていた。 

請求日から３０日を超える支払であり、「政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律」により、遅延利息の対象となる遅延である。遅延利息については、１

００円未満であったため支払は不要となったものの、法律の趣旨に反する不適

切な事務処理である。履行確認及び適正な請求があった場合は、速やかに支払

われたい。なお、令和４年度にも同様の事例が見受けられたことから、再発防

止に向けて、事務処理手順を見直すとともにチェック体制を強化されたい。 

                          

                                                                                                               

【講じた措置】 

本件は、令和５年９月２１日に「金融機関への税務調査手数料に係る請求書」

の入った郵便物を受領した職員が、受領次第内容物（調査回答及び請求書）を

仕分けるべきところ、正しく仕分けをせずに自身の書類管理ファイルにしまい

込み、同年１０月２６日に未処理の請求書を発見したため、支払が遅れたもの

である。なお、令和元年度、２年度、４年度にも同様の事例があり、都度措置

を講じたにもかかわらず、再発させてしまったものである。 

このような度重なる事案発生を重く受け止め、再度事務処理手順を見直した。 

まず、これまで請求書は、各担当が受領した郵便物を開封して取り出し、支

払担当へ渡していた。この流れを見直し、請求書は支払担当が全ての郵便物を

開封して取り出し、管理簿に受領した旨を記録する。また、請求書を取り出した

後の郵便物は各担当へ配付し、各担当が受領次第、請求書が紛れていないか封

筒の中を確認する。 

次に、支払担当は請求書受領の都度、速やかに支払を行うが、その際、係長

級職員が管理簿との突合を行い、支払漏れがないか確認する。 

このように請求書取扱いの流れを簡潔にし、かつ、複数職員による確認を行

うことでチェック体制を強化し、この事務処理手順を徹底することで、再発防

止に努める。 
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３ 収入事務を適正に行うべきもの 

  

【指摘事項】不適正な収納事務の委託            （地域振興課） 

令和５年度以前は、地方自治法施行令第１５８条第１項（改正前）により委

託できる範囲が使用料等に限られていたにもかかわらず、学び交流館受付相談

業務等委託（亀有外２館）において、施設使用料のほか、地方自治法施行令（改

正前）に定めのない、コピー料金等を収納させていた。 

令和６年度以降の収納事務については、地方自治法等の改正により、歳入科

目に関わらず原則委託可能となったが、今後は、法令を遵守し、適正な事務処

理を行われたい。 

                                               

 

【講じた措置】 

 本件は、コピー料金等について、地方自治法施行令により収納事務を委託で

きる歳入に該当しない旨の認識がないまま、長年にわたり学び交流館３館にお

いて施設使用料等の収納事務を委託し、施設使用料等とともに事業者に収納事

務を行わせていたものである。 

本件については、地方自治法等の改正による令和６年度からの収納事務の委

託に関する制度変更に合わせ、学び交流館受付相談業務等委託（亀有外２館）

における受注事業者を公金事務取扱者として、施設使用料及びコピー料金等の

公金事務を委託した。 

また、係長など指導に当たる職員をはじめ地域振興課の全職員に、本事案に

ついて問題共有を行い、定例的に行っている事務処理においても、関係法令等

を遵守し適正な事務処理が行われているか確認することで再発防止に努める。 

なお、令和５年度第３回定期監査において、立石地区センターにおけるコピ

ー料金等の取扱いについて同一の指摘があった際に、上記の措置を講じたもの

である。 
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４ 物品管理事務を適正に行うべきもの 

  

【指摘事項】郵券等と供用物品受払書の不一致（２件）         

郵券等の金券類については、葛飾区物品管理規則第２１条第２項により、「郵

券等の金券その他必要と認められる物品については、供用物品受払書を備え、

その使用状況を明らかにしておかなければならない。」とされている。しかし

ながら、以下の２件の事例は、郵券等の実枚数と供用物品受払書の残高が一致

していなかった。郵券等の金券類は、公金と同様に適正な管理が求められるも

のである。正確な記帳に努め、金券類の使用状況を明らかにされたい。 

 

 

［指摘事項①］郵券等と供用物品受払書の不一致       （戸籍住民課） 

令和４年度の事務執行において、２０円切手の残高と実枚数が不一致の事例

等があり、意見・要望事項としたにもかかわらず、令和６年５月２０日に払い

出した２円切手２枚を令和５年度の受払書に記帳していたため、監査実施日現

在の２円切手の残高（令和６年度受払書）と実枚数が２枚一致していなかった。 

 

 

【講じた措置】 

本件は、令和５年度の定期監査において、郵券の残数と供用物品受払書の残

高に相違があり、意見要望を付されたにもかかわらず、適切な物品管理事務が

行われず、同様の事例を繰り返してしまったものである。 

このような事態を起こしてしまった原因としては、郵券等の金券類について

は、供用物品受払書に払い出しするごとに使用状況を正確に記帳し、残数に誤

りがないかを確認しなければならないところ、それが十分に行われていなかっ

たことや、供用物品受払書の記帳と郵券の残数の定期的な確認を怠っていたこ

とによるものである。 

今後は、郵券の使用状況を正確に供用物品受払書に記帳するとともに、

供用物品受払書の残高と郵券の残数との確認を常に行うよう職員に周知徹

底し、適切に管理するよう指導した。 
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［指摘事項②］郵券等と供用物品受払書の不一致       （戸籍住民課） 

監査実施日現在の２，０００円クオカードの残高と実枚数が６枚一致してい

なかった。 

 

 

【講じた措置】 

本件は、マイナンバーカード交付促進用に購入したクオカードについて、

適切な物品管理事務が行われず、クオカードの残数と供用物品受払書の残高

に相違が生じたものである。 

クオカードの配付を行うにあたり、公金と同様に適正な管理が求められる

金券類として、払い出しや受領書の受け取り、供用物品受払書への正確な記

帳に努めてきた。 

しかしながら、供用物品受払書、受領書、クオカードの残数は、常に一致し

ているかどうかを確認しなければならなかったところ、その取組が行われてい

なかったため、供用物品受払書の記帳漏れが生じてしまった。そのため、全て

の受領書と供用物品受払書の点検を行い、記帳漏れを修正したが、見当たらな

い受領書もあり、供用物品受払書の残数とクオカードの実枚数が一致しない事

態に至ってしまった。 

今後、クオカードなど金券等を取り扱う際は、その使用状況を正確に供用物

品受払書に記帳するとともに、供用物品受払書の残高と金券類の残数が合致し

ているか必ず確認することを徹底し、残数の相違が起きた場合には、直ちに原

因を調査し対応するよう職員に指導を行った。 
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令和６年度第１回工事監査の結果に基づき講じた措置について 

 

 

１ 公園工事費の積算を適正に行うべきもの 

 

【指摘事項①】公園工事費の積算を適正に行うべきもの      （公園課） 

白ゆり公園改修工事（葛飾区水元五丁目５番２０号 工期：令和５年６月２

３日から令和６年３月１９日まで 契約金額２１２，００６,３００円）は、

公園の拡張を行い、防災活動拠点としての整備や老朽化した施設の更新、園路

広場の改修、遊具の設置などを行い、地域の防災性や利用者の安全性・利便性

を高めるための公園改修工事である。 

このうち、中木植栽工の積算で、支柱形式や生垣形支柱の数量を誤ったため、

約３７９,０００円の過大積算になっていた。 

また、給水設備工の積算で、埋設シートが余分に計上され、擁壁工の積算で、

型枠やコンクリート等の数量を誤ったため、約９９４，０００円の過大積算に

なっていた。 

さらに、土留め工の積算で、型枠等の数量を誤ったため、スライド門扉工の

積算で、基礎工事費が未計上のため、約３５５，０００円の過小積算になって

いた。 

工事費の算出にあたっては、構造図及び単位当たり数量の確認等、適正な積

算を行われたい。 

 

                                                                                                                

【講じた措置】 

本件積算上の誤りについては、いずれも適正な積算条件の選定や、図面と数

量の整合の確認不足、照査時間の確保不足が主な原因である。積算及び照査に

おいて条件や数量の確認等を従来に増して十分に行うとともに、次のことを徹

底し、再発防止に努める。 

①  積算及び照査に際して、内容を確認する十分な時間と体制を確保するため、

発注時期を含めた適切なスケジュール管理を徹底する。特に工事規模が大

きい案件に関しては十分な照査時間を確保し、適切な積算条件や数量等の

確認を徹底する。 

②  照査担当者に責任と役割を十分認識させるとともに、設計担当者及び照査

担当者は、現場条件等を漏れなく把握し、適正な積算条件の選定となって

いることの確認を徹底する。また、図面と数量とを精緻に見比べ、誤りが

ないことを多重にチェックする。 

③  設計、積算、照査作業にあたっては、積算基準等を十分に確認するととも

に、不明瞭な点があれば、担当者間や係内で検討し、遺漏の無いようにする。 
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④  同様のミスが起こらぬよう、ミス事例について情報を共有し、再発を防止

する。 

⑤  個々の職員の知識と技術力を高めるために、OJT などを活用しながら、意識

の向上に努める。 

 

 

 

【指摘事項②】公園工事費の積算を適正に行うべきもの    （都市計画課） 

四つ木二丁目公園（仮称）新設工事（葛飾区四つ木二丁目１４番 工期：令

和５年６月２３日から令和６年３月１２日まで 契約金額１７６,９３８,９

８１円）は、防災活動拠点としての整備や多目的広場・トイレ・複合遊具など

の設置を行い、地域の防災性や利用者の安全性・利便性を高めるための公園新

設工事である。 

このうち、中木植栽工の積算で、生垣形支柱の数量を誤ったため、約４１５，

０００円の過大積算になっており、防火水槽工（変更）の積算で、本体ブロッ

ク等の数量及び製品単価を誤ったため、約２８２，０００円の過大積算になっ

ていた。 

また、撤去工の発生材売却費の積算を誤ったため、約４８，０００円の過小

積算になっていた。 

工事費の算出にあたっては、構造図及び単位当たり数量の確認等、適正な積

算を行われたい。 

 

                                                          

【講じた措置】 

本件積算上の誤りについては、積算及び照査に際して内容を確認する時間と

体制の確保が十分でなかったこと、並びに図面と数量の整合や積算条件の確認

不足が主な原因である。 

今後は工事費の算出にあたっては、次のことを徹底し、再発防止に努める。 

① 積算及び照査に際して、内容を確認する時間と体制を確保するため、発注

に至るスケジュールの適切な管理を徹底する。また、計画段階から工事発

注まで円滑かつ迅速に進められるように公園課と連携を強化する。 

② 設計担当者は、設計基準総則や設計チェックリストに基づいた設計を実施

するとともに、準拠すべき基準や参考にした根拠を設計書に明記する。ま

た、照査担当者は、図面と数量を精緻に見比べ、誤りがないことの確認を

徹底するとともに、設計担当者が示す根拠が妥当であるか検証する。 

③ 設計、積算、照査にあたっては、設計や積算に関する基準等の内容を十

分に把握した上で、工事発注ごとに代価明細のチェックを徹底する。ま
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た、基準等が改定された場合や代価明細の組み方を見直した場合は、改

定や見直しにかかる内容の精査を徹底する。 

④ 同様のミスが起こらぬよう、ミス事例について情報を課内で共有し、ＯＪ

Ｔなどを活用しながら再発防止に努め、個々の意識と技術力を高める。 

 

 


